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はじめに

さいたま市では、毎日の暮らしが市民の皆様に 

とりまして安心なものであるよう、本市の消費生 

活行政推進の指針である「さいたま市消費生活基 

本計画」を策定し、消費生活の安定と向上の確保 

のため、本市一体となって進めてまいりました。 

しかしながら、近年、消費者を取り巻く環境は、 

高齢化の進行や高度情報通信社会、国際化の進展 

等により、大きな変化を見せております。この影響から、消費生活に関わるト

ラブルは、これまでと比べて、より複雑化・多様化し、また、悪質商法等の被

害に遭うケースも少なくありません。 

本市では、このような状況に適切かつ迅速な対応を図るために、新たに「第

３期さいたま市消費生活基本計画」を策定いたしました。 

本計画では、令和４年４月に成年年齢が１８歳へ引き下げとなることに伴い、

消費者被害の増加が懸念される若年者や、悪質商法等に狙われやすい高齢者へ

の支援の強化等を重点的に取り組む内容といたしました。 

また、この計画を実効性のあるものとするために、消費者団体や事業者の皆

様との連携にも力を注いでまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり、ご支援をいただきましたさいたま市消費生

活審議会委員、並びに、パブリック・コメント等を通じ、多くの貴重なご意見

をお寄せいただきました市民の皆様に、心より感謝を申し上げます。 

本計画の総合指標として示しておりますとおり、「本市の消費者トラブルへ

の対策は充実している」と市民の皆様にご実感いただけるよう取り組んでまい

りますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

令和３年４月 
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さいたま しょうこ ちゃん 

チョットマッタマン 

相談員さん 

・悪質商法等を許せない、心優しい女の子。相談員さんからトラブ

ル解決方法を学んでいる。将来の目標は、消費生活の専門知識を

しっかり学んで、消費生活相談員になること。

・愛と正義の戦士。消費者トラブルは許さない。悪質商法と戦う

心熱き男。消費者トラブルを察知し、すぐに現場にかけつけ、

消費者トラブル防止のためのアドバイスをする。 

・消費生活相談員としてさいたま市消費生活センターに勤務。 

消費生活に関する専門知識を持った頼れる存在。消費生活 

トラブル解決のためのお手伝いをします。 


